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第１１９７号 ２０２０年２月２８日

新型コロナウイルス感染症対策

時差出勤導入、在宅勤務拡充を来週から
第一線で奮闘する職員への配慮や健康・安全対策で申し入れ

申し入れの内容
１．職員への感染予防等や初期対応の周知徹底

職員自身への感染予防について、全職員に初期対応を含め対

応方法を周知徹底するとともに、感染のおそれが生じた場合の

休暇取得や業務継続の指針を示し周知すること。また、非常勤

職員においては年休や特別休暇が限られている中で、特別な配

慮を行うこと。

２．保健所や病院等の第１線機関への職場対応

保健所等においては、現状でも県民や関係者の相談等の対応

に緊張度の高い業務を行っており、今後もこの状態が続き、強

まることを念頭に健康管理や応援体制を確立すること。

３．時差出勤や在宅勤務制度の実施と活用の周知

時差出勤制度と在宅勤務制度の実施において、両制度が取得

しやすい職場環境をつくること。また実施内容を分かりやすく

周知すること。

４．休暇制度の拡大

職員自身の感染の他、家族に感染や疑いが生じた場合や学校

閉鎖によりやむを得ず子どもが在宅する際の休暇取得につい

て、特別休暇対応ができるように看護休暇の拡大等を行うこと。

非常勤職員においては年休や特別休暇が限られている中で、特

別な配慮を行うこと。

自治労県職は２月２７日、

「新型コロナウイルス感染症

対策」に関する申し入れを行

いました。

新型コロナウイルス感染症

については国内での感染が急

速に拡大しており、政府にお

いては基本方針を決定するな

ど、感染拡大防止へ緊急かつ重点的な対応を進めることとしてい

ます。県においても、患者受け入れ体制の構築や主催行事を実施

するかどうかの検討、企業への時差出勤の呼びかけ等の対応が決

定されています。

保健所や県立病院等の第一線機関では、相談等で緊張感の高い

業務が継続することが見込まれます。さらに今後の推移によりま

すが患者を受け入れる際には、職員の感染防止に万全を期す必要

があります。こうしたことから、右

欄の事項について申し入れ県当局の

誠意ある対応を求めました。

また、県職員の時差出勤制度およ

び在宅勤務制度の拡充について、次

の内容で実施されますのでお知らせ

します。

導入される時差出勤制度の内容

１．時差出勤制度の実施 ３月２日（月）から

（勤務パターン）

２．実施単位 １日単位（申請手続きを原則として２勤務日前までにすること）

３．対象となる職員 知事部局の職員※のうち、滋賀県職員服務規程第３条第１項により勤務時間が午前８時30分から

午後５時15分と規定されている職員（左記勤務時間の臨時・非常勤職員を含む）

※行政委員会等でも追って同内容の措置がされる見通し

 

勤務区分 勤務時間 休憩時間 

早出勤務 
①午前7時00分から午後3時45分まで 
②午前7時30分から午後4時15分まで 
③午前8時00分から午後4時45分まで 

正午から 
午後1時00分まで 

（通常勤務） （午前8時30分から午後5時15分まで） 

遅出勤務 
④午前 9時00分から午後5時45分まで 
⑤午前 9時30分から午後6時15分まで 
⑥午前10時00分から午後6時45分まで 
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在宅勤務制度の内容
２０２０年２月２７日付け人事課長通知（新型コロナウイルス感染症対策に係る時差出勤制度および在宅勤務制度の活用について）に

おいて、新型コロナウイルス感染症対策として対象者の拡充が図られました。なお、対象のすべての職員への拡充と育児・介護に従事す

る職員の「時間単位」での取得は本年４月からの実施となります。

【利用イメージ】

１．対象職員

（１）中学校就学前の子を養育する職員

（２）家族の介護を行う職員

（３）通勤に長時間を要する（片道１時間30分以上）職員

（４）その他、所属長が特に認める職員

↑３月いっぱいは、新型コロナウイルス対策として（４）を適用

２．実施方法等

在宅勤務は、職員が所有するパソコンにより「リモート接続環境」を利用して自

宅で勤務。通信手段は総合事務支援システムのメール、個人の携帯電話、web会議

システム等を利用。希望者は携帯電話使い分けサービスの利用も可能。

３．実施する場合の手続

「リモート接続環境」の利用登録後、緊急やむをえない事情がある場合を除き実施

日の２勤務日前の午前中までに所属長等に申請し、承認を受けて実施する。在宅勤

務日の勤務終了時には、成果物を添付して所属長等に報告する。

４．在宅勤務日の服務等（一部）

（１）勤務時間

勤務時間は、8時30分から17時15分まで。育児短時間勤務職員および育児・介護

のための早出遅出勤務職員にあっては、所属で承認された勤務時間とする。

（２）時間外勤務

在宅勤務日において、時間外勤務は命じないものとする。

（３）実施パターン

１日または半日単位で実施。

（４）実施頻度

週４回までを上限とし、週１回は勤務公署での勤務が必要。

（様式２）

　在宅勤務実施要領に基づき、下記のとおり在宅勤務の実施を申請します。

所属
職

氏名

１．実施日

２．実施する理由（いずれかに○を記入してください）
○ （１）中学校就学前の子を養育するため（子の年齢： ３歳）

（２）介護が必要な親族を介護するため（職員との続柄：　　　　）
（３）通勤に長時間（片道1時間30分以上）かかるため
（４）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 のため）

３．在宅勤務日に行う業務内容
（１）
（２）
（３）
（４）
（５）

４．在宅勤務の実施パターン（いずれかに○を記入してください）
○ （１）在宅勤務を１日実施する。

（２）午前は在宅勤務をし、午後は職場に来て勤務する。
（３）午前は職場で勤務し、午後は在宅勤務を行う。

５．在宅勤務日の勤務時間
（１）通常勤務（8:30～17:15）
（２）育児部分休業を取得する（計　　　時間　　分）。
（３）育児短時間勤務（１日の勤務時間数　　　時間　　分）
（４）育児・介護のための(早出・遅出)勤務。（　）は早出または遅出のいずれかを記載すること。
（５）年休、特別休暇を取得する（計　　　時間）。

○ （６）育児・介護、自宅への移動のため、勤務時間の割振り変更を必要とする。((4)は除く)
【詳細】

６．在宅勤務に必要となる紙文書の有無（いずれかに○を記入してください）
○ （１）無い

（２）有る（個人情報等保護データを含まない）
（３）有る（保護データを含む） → 持ち出しに係る所属長の許可

７．日中の連絡先

８．所属承認欄
　　（決裁権者） 　　　（課員）

090-0000-0000

△△データの入力および集計
○○表の作成
□□実施要領の作成
○○計画に係る方針案の作成

始業終業時刻：9:30～21:15（8:30～9:30育児、9:30～16:15勤務
（12:00～13:00休憩）、16:15～19:15育児、19:15～21:15勤務）

○○報告書の作成

在宅勤務申請書【記入例】

人事課　
主査
滋賀　太郎

平成29年4月3日

４．申請方法等
あらかじめ係長等と調整を行った上で、所属データストア内にお

かれた「時差出勤予定表」の申請欄に、希望する勤務区分を入力し

ます。原則として、時差出勤の開始を希望する日の２日前までに入

力するとともに、所属長等に申請した旨を報告します。

所属長等は、公務の運営に支障がないと判断できるときはこれを承

認することとされています。また、申請した職員の係長に対し承認

した旨を伝えるとともに、終礼等の機会を活用し所属内で共有する

こととされています。

【ＱＡ】（人事課通知より抜粋）
Ｑ：職員が時差出勤に係る申請を行う際に、理由は問わないのか。

Ａ：理由は問いません。時差出勤制度の趣旨は、職員の多様な働き方を推進する観点から、職員が出退勤時間を選択できるようにするも

のであり、これまで実施してきた「育児・介護のための早出遅出勤務」のように「育児・介護等」の要件に限定するものではありませ

ん。したがって、通勤緩和や、自己啓発を理由として時差出勤を行うことも可能です。

Ｑ：申請・承認できる期間は

Ａ：同一年度内であれば、一定期間（例えば、３か月、半年など）まとめて申請・承認することもできます。ただし一定期間まとめて申

請し、承認された場合であっても、その後の所属の業務の状況等によっては承認の取消が生じる場合があります。

Ｑ：早出勤務を行った場合、周りの職員がまだ勤務時間なので、帰りづらくなるのではないか。

Ａ：早出勤務を承認した場合、所属長等は当該職員が心理的な要因で退庁しづらくなることのないよう、周囲の職員の理解を求めるなど

の配慮をお願いします。

所属コード

所属名

【勤務区分】

A　　７：００　～　１５：４５
B　　７：３０　～　１６：１５
C　　８：００　～　１６：４５

D　　９：００　～　１７：４５
E　　９：３０　～　１８：１５
F　１０：００　～　１８：４５
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○
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○
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○
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○
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○
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○

○
○

○
○
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○

○
○

○
○

○
○

3月1日 日 申請
承認

3月2日 月 申請 B A D F

承認 ? ? ? ?

3月3日 火 申請
承認

3月4日 水 申請
承認

3月5日 木 申請
承認

3月6日 金 申請
承認

3月7日 土 申請
承認

3月8日 日 申請
承認

BC00

人事課

時差出勤予定表


